
　　　　　会計事象の「実質」をめぐって

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤昭雄

　1.はじめに

　われわれは，かつて「真実公正な概観」という理念のＥＵ諸国への導

入に関して，「理念」と「制度」的対応との間には抜き差しならない断層

が存在することを確認したことがある1）。会計制度の国際的統一というこ

とは，今や避けて通ることができないように思えるけれども，同一の理念

のもとに制度的統一が可能なのかどうか，強い疑念を感じざるを得ない。

会計が単なる計算構造ではなくて，社会的なシステムとして存在している

以上，そういう断層が存在することはむしろ当然のことなのかもしれない。

しかし，企業活動の国際化に伴って，各国の会計システムを，なんらかの

形で統一化しなければならないｰあるいは少なくとも調和化を図らなけ

ればならないｰとするならば，この疑念に一応の答えを用意しなければ

ならないことも事実である。

　実質優先主義に対するフランスの反応を検討することによって，その問

題に少しでも接近することが，本稿のねらいである。

　周知の通り，1973年のイギリスのＥＣへの加盟は，「真実公正な概観」

の追求という基本理念を　ＥＣ第４号指令に盛り込まざるを得ない状況を

作り出した。それに伴って，特にその質的特性に関する実質優先(sub-

stanceoverform)ということをめぐって争いがあった。われわれは既にこ

の点に触れて，「真実公正な概観」を与えるためには，会計事象の法律的

な形式にこだわらずに，その経済的な実質を重視すべきことが必然的な結

果として生まれることになるのではないか，という推測を試みた２）。第4
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号指令に添うかたちで逸速く新しい会計法を制定したベルギーにおいては，

その解釈を当然のこととしている3）が，フランスでは逆に，それを明示す

る形でプラン・コンタブルその他の会計関係規定の中に盛り込むことはし

なかった。

　率直に言って，フランスは，これを無視した形で制度的対応を図ったと

言っていいと思う。確かに，この実質優先主義を採用するか否かについて

は，ＥＣ第４号指令の成立過程において，イギリスとドイツ・フランスと

の間の根本的な対立として存在していたようである４）。が結局のところ，

ＥＣ第４号指令には，「真実公正な概観」が取り入れられはしたが，「実質

優先主義」については盛り込まれなかった。そしてフランスは，国内的対

応に当たって，「真実公正な概観」を形式的に取り入れはしたが，実質的

には無視してきたと言えるし，「実質優先主義」とは無縁であった。さら

にドイツにいたってば，「離脱規定」さえ設けなかったわけで，フランス

よりも一層「実質優先主義」とは遠いところにいたと言えよう５）。

　ところで，フランスは，連結財務諸表に関するＥＣ第７号指令が成立

したのを受けて，1985年に商事会社法を改訂し，1986年以降連結財務諸表

制度を実施に移すことになった。連結財務諸表(comptesconsolides)とい

う概念は，連結納税制度を導入した1965年７月12日付の法律とともにフラ

ンスにも植えつけられたけれども，連結財務諸表の義務的な制度化は,EC

第７号指令の成立を待たなければならなかった６）。そしてその導入に際し

ては，法律的には独立していても,支配(controle)関係一法的・財務

的関係(liens juridico-financiers)のみならず人的ないし商業技術的関係

(lienspersonnelsou technico一commerciaux) を考慮せざるを得なくなっ

た。すなわちここに至って，そもそもひとつの会計システムを法律的に独

立したひとつの企業に適用するという法律尊重の立場を，根本的に見直す

べき必要性に迫られたのみならず，会計的判断をする際に，法律関係を無

視せざるを得ないような状況が生まれたのである７）。
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　そして時を同じくして，1987年に起こった，プジョー社による「実質デ

フィザンス」の利用とその貸借対照表上での対応の仕方は，その状況に火

を注ぐことになった。ここに至って，実質優先主義が俄然注目されるとと

もに，財務諸表は根本的に何を明らかにすべきであるかということが，大

いなる関心事となったのである。そこでわれわれも，まずは，法律的には

当初の権利と義務が残っている資産と負債とのオフ・バランス化を導くこ

とになった，プジョー社のケースを検討してみたいと思う８）。

2.実質ディフィザンス取引の「実質」

実質ディフィザンス（“In-substance defeasance”.フランスにおいても，こ
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　　prunt)である。

　　　この社債は，1991年には完済される。」

　このような説明が連結財務諸表への注記(notes aux etatsfinancierscon-

solides)の形でなされた後，個別財務諸表の付属明細書(annexe)の中で，

さらに次のようなことが，明らかにされている4）。

　　　「プジョー株式会社は，政府保証債を10億6,700万3,000フランで購入

　　した。この政府保証債は，最終の償還の日まで，我々の10億フランの

　　新株引受件付社債（利率11.5％，期間1983～1991年）に完全に相関して

　　いる(parfaitement correle)。（以下実質ディフィザンスに関する説明の部分

　　を省略一筆者）1987年度に関しては，損益計算書に対するこの取引

　　の影響は，以下の通りであった（単位千フラン）：

　　　　　　発行費残高の償却費の営業費用への算入　　　30,014

　　　　　　信託会社に移転された有価証券の取得価額と

　　　　　　信託会社に移転された借入金(rumprun)の

　　　　　　額面価額との差額の財務費用への算入　　　　67,0035）」

　まずもって事態の推移だけを確認してみれば，こうである。

　このプジョー社の行動に直面して，国家会計審議会（ＣＮＣ）は，翌1988

年の12月に「“実質ディフィザンズ取引の会計処理に関する意見書」を

公表した6）。その中で，ＣＮＣは「この取引は，当該企業をしてその最初

の義務(son obligationinitiale)から解放するものではない7）」ということ

を確認しつつも，結局は，プジョー社の行ったオフ・バランス化を認める

こととなったのである。

　このような法律的な事実（申すまでもなく「法律的な実質」ではない）を無

視したような処理の仕方に対しては，当然のことながら，フランス国内で

は，早速，不快感を露にするような反応があった8）。

　　「資産」(Actifs)とは「企業にとってプラスの経済的価値を持った財産

要素9）」と考えられ，「負債」(passifs)が「企業にとってマイナスの価値
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を持った財産要素10）」であると考えられている以上，紛れもなくそれらに

該当する要素をオフ・バランス化することは，すんなり認められないほう

が当然である。しかるに，われわれは，ここで，この「実質ディフィザン

ス」取引が，意外にも,既に身近な存在である為替手形の振出しに，極め

て類似していることに思い至った。

　念のために確認しておけば，手形発行に伴う振出人の義務は無視されて

会計上は，既存の債権（例えば売掛金）と新たに発生した債務（例えば買掛

金）とが相殺される形で，処理される。債権を放棄して債務の弁済に充て

ることを表明している以上，その事実こそ会計的に表現すべきものと考え

られているわけである。しかしながら，法律的側面を重視するフランスの

場合，事態はそれほど割り切れるものではないような気がする。なぜなら

ば，我が国の手形法第９条と全く同様に，フランス商法典第115条は，振

出人の手形代金支払担保義務を明示しているからである。それにもかかわ

らず，フランスにおいてもまた，為替手形の振出しに際しては，振出し企

業は，日本の場合と全く同様に，債権と債務の相殺消去という形で会計処

理し11)手形（の義務）は帳簿には現れない。ということは，一方で，最

終的な債権者・債務者であり続ける売掛金・買掛金をオフ・バランス化し

てしまうと同時に，他方では，手形振出しに伴う義務をもオフ・バランス

化してしまうわけである。

　その場合，債権・債務の相殺については，そのような法的実質が，手形

という証書を通して，まさに法律的にそれらの放棄が表明されているわけ

であって，そのような処理こそ法的形式を反映するものと考えることがで

きる。他方で，手形振出しに伴う債務が無視されるのは，手形振出し企業

の義務が，直接的な「支払義務」ではなくて，「支払担保義務」だからで

あろう１２）。そういう解釈が承認されるからこそ，為替手形の振出しについ

ては，なんら問題にされないのであろう。

　とすれば，それに酷似している「実質ディフィザンス」取引について，
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なにゆえにそのオフ・バランス化か問題にされるのであろうか。それはた

だ一点，債権（プジョー社の例では政府債のポートフォリオという有価証券）と

債務（同じく社債）の法的形式上の債権者と債務者の立場を放棄し（ないし

免れ）ていないからであろう13）。しかしながら，当該有価証券の取得がま

さに（直接的な）債務弁済の代りであることが，最初から意図されている

以上，それを委託して，債務弁済の代行を，変更不可能な契約をもとに実

行したという事実は，その法的な実質をとらえようとすれば，会計的には，

相殺をもってオフ・バランス化することこそが，妥当であると言わなけれ

ばならない。

　このようにして，「実質」を法律的に考えることができるのであれば，

実質優先主義は，フランス的な理念ないしはフランスの「財産性」(patri-

monialite)という会計観のもとでも，無理なく受け入れられるのではない

だろうか。
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　「ポートフォリオを組む費用と信託財産の管理費用」が含まれていない。

そのことからして，次のように類推することが可能である。すなわち，信

託会社に移転した政府債と社債との間の価額の差が，信託会社への手数料

を大幅に上回るために，実際には，信託会社から2,600万フラン程の還付

があったのではないか。この点は，本稿で考察しているテーマからはそれ

るけれども，もしその解釈が正しいとすれば，プジョー社の説明は不充分

である。

　3.リース取引と「実質」

　次に，実質ディフィザンス取引とは反対に，取引のオンバランス化の面

から問題にされる，リースについて考えてみたいと思う1）。

　フランスでは，現在のところ，リース契約の対象となる資産は，最終的

に買い取りのオプションを実行して，所有権が当該企業（レシー）に移ら

ない限り，レシーの貸借対照表には計上されないから，それは，資産提供
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会社との間の実質的な法的資質たる売買契約を無視したものとなる。確か

に法律的な形式的な姿としては，資産提供会社とレサーとの間に売買契約

が結ばれ，レザーはレシーに対して当該資産を賃貸している形をとってい

る。しかし，当該契約に立ち入ってみれば，資産提供会社とレシーとの間

に実質的な売買契約が交わされており，レサーは単に資金提供者に過ぎな

い。

　まさにそういう実質的な法律関係を反映した会計処理を勧めているのが

IAS2）であって，レイボー＝チュリロが指摘しているように3），フランスの

対応こそ，まさに実質的な法律的側面である「実質的な財産性」(patrimo-

nialite　substantielle)と完全に矛盾したものとなっている。すなわち，フ

ランスの対応は，表面的な法律的形式にこだわっていて実質的な法律関係

を無視しているために問題を残しているが，一方のIASは，本節の注2）

の文言を読めば分かるように，一般に思われがちなように経済的な観点を

導入しているというよりは，実質的な法律関係を尊重していると言えるの

ではなかろうか。とすれば，この場合にも，実質ディフィザンスの場合と

同様に，法律的形式を実質的に解釈した対応を図りさえすれば，「財産性」

(patrimonialite)に基礎を置く従来のフランスの会計観は，国際的な調和

という土俵の上でも，貫き通せるのではないか。

　先に見たように，資産の特性は，「企業にとってプラスの経済的価値を

持った財産要素」であり，一方でレシーの貨幣的債務は，「企業にとって

マイナスの経済的価値を持った財産要素」である。とすれば，フランス人

にしてみれば「われわれが準拠するのは，貸借対照表の財産的観点であっ

て，フローに基づく推論ではない４）」ということになる。すなはち，「ある

費用が将来収益をもたらすことができるという事実だけでは，その費用を

資産の中に含めるには不充分である。すなわち，そのような考え方は，例

えば，賃借資産の利用が生産性があるという期待のもとで／……単純な賃

貸契約を資産化することに導くことになる5）」が，それは問題である。
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　真実公正な概観をめぐる事件として注目される，イギリスのアージル食

品会社のケースを検討したJ-Ｐ.ラガリグが指摘しているように，「外観

に対する事実優位の原則は，イギリス商務省によって，いわゆる法律的外

観に対する経済的事実の優先としてではなく，身にまとっているものの背

後やそれをこえた法律的措置の実体とその実際の効力とを追求することの

必然性，として解釈されている。……それ自体では存在しえず，それが外

に表れることを可能にする，あらゆる性質の（基本法に基づく）社会制度を

通してのみ存在することが明らかな，いわゆる経済的事実の存在について，

そういう立場の中に，何らかの確認を求めることは無駄なことであろう6）」。

すなわち，「経済的事実」ないし「経済的実質」は，それ自体で存在する

というよりは，社会的制度（通常は法律の裏付けをもっている）のもとで発

生するものであって，そういった法律的側面をも考慮した上で，取引の実

体を求めるしか，道はないということになる。

　かくして，国際的な会計基準が，取引の何らかの経済的次元を表現する

ことに重きを置いているとしても，何よりも，実質的な法律的性格を説明

していると考えれば，フランスでは，例えばリース会計においては，実質

的な法律的分析に対応する基準に変えることだけが必要なのであって，貸

借対照表の財産性の原則は何らの不都合もない，ということになる。

　1994年に公表されたイギリスの財務報告基準（以下FRS)第５号は, IAS

のアプローチよりもずっと明瞭であるように見えるとして，上のような議

論を，批判を交えつつ敷衍しようとしたのが，Ｇ．ジェラールである７）。

　IASとＦＲＳの間にどのような違いがあるのだろうか。前者においては，

注2）に引用したように法的形式が無視されることはないが，それのみで取

引の会計処理法を決定することができず，法的実質もまた尊重すべきもの

とされている。それに対してＦＲＳにおいては，唯一の目的が，（形容詞抜

きの）実質を正しく表現することにあるとされている。

　ＦＲＳ第５号はその§14で，取引のすべての側面と意味合い(all its ａｓ。
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pects and implications)とが吟味された上で，実際に最も大きい商業上の

効果(commercialeffect)を持つと思えるものに重きをおいて，取引の実質

を決定すべきものとしている。それを受けて§46では，法的形式のみに基

づいて会計処理をすることは充分でないとしている。その点に注目してジ

ェラールは，先のラガリグの判断とは異なって，上述のレイボー＝チュリ

ロが試みたような「フランスの財産モデルと実質概念との和解は，･……イ

ギリスの人々にとっては根拠がないことであろう8）」と述べている。イギ

リスのように，法律的なものにこだわらずに，「商業的効果」の観点から

実質を求めようとする場合，リース問題解決のために「経済的所有権」と

いう概念を作り出したドイツ流の対応にもまた，その必要性が認められな

いことになる。イギリス人にとっては，人間のみが，財貨の総体としての

財産(estate)を持ちうるのであって，企業の財政状態や純財産は，ひと

つの機能的な概念であって，全く財産的な概念ではないのである。しかる

に，レイボー＝チュリロの目から見れば，企業の資産や負債もまた，紛れ

もなく法的資質を持った財産なのである。そして，その延長上に，リース

資産の貸借対照表能力を認めようというのである。これこそフランス人に

とっては納得の行く推論と映るのは当然である。

　かくして，イギリスとフランスの間には，その立脚点に相違があると見

ることが妥当であるとしても，リース取引のオン・バランス化という点に

おいて，両者が同一の結論に達する可能性が大きい。
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　4.むすび

　誤解を避けるために確認をしておけば，「真実公正な概観」という新し

い理念は，フランスの場合，プラン・コンタブルその他の会計規定の中に，

言葉としては取り入れられている。しかし，本稿で問題にしたプジョー社

に端を発する「実質ディフィザンス」取引の場合を除けば，その理念につ

いてはほとんど俎上に上ったことがなかった。したがって，その理念に直

接関わる「実質優先主義」についても，言わば潜在的に絶えず気にはなっ

ていたとしても，フランスとしては，あくまでも「正規性」(regularite)

にのっとって，会計システムを運用していこうとする意図が，如実に感じ

られた。それは，なによりも「実質優先主義」が法的思考から遠い存在で

あり，フランスの伝統になじまないという危惧が感じられたからである。
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　そして，実質ディフィザンス取引にしたところで, CNCによるそのオ

フ・バランス化の承認は，「意見書」の中であえて法的義務の存在を確認

しているほど，全く不本意なことなのである。リース取引に対して，いま

だにそのオン・バランス化を容認しないのは，フランスの場合は，その法

的形式を尊重しているためという面が大きい。

　しかるに，レイボー＝チュリロの見解は，それらの「法的実質」ないし

　「実質的財産性」という新たな観点を導入することによって，従来の法的

側面を重視しつつも，会計事象の実質に沿った処理が可能であることを示

したものであって，フランス国内で高い評価を受けている。

　　「事実」(realite)と「外観」(apparence)という言葉に関連づけてフラ

ンス語に訳される場合に用いられる「優先」(preeminence)という言葉は，

経済的事実と法律的概観の間には矛盾があり，前者が常に後者に優ると考

えるのが適切である，という考えを受け入れさせる傾向があることは，否

定できない。もちろんそういう意味においては，外観に対する事実の優先

という原則は，財産性に結びついているフランスの会計観のもとでは，疎

外されざるを得ないだろう。しかしながら，法律と経済の非妥協的な対立

という仮定は，事態をあまりにも単純化してしまっている，と言わざるを

得ない。

　先に取り上げたIASも，法律的な概観に対して経済的な事実に優先権

を与えるものではない。それは単に，財務諸表に記載すべき，会計事象を

把握するために，実質的な分析を行うべきことを指摘しているに過ぎない。

実際に, IASは，経済的分析を優先させるために法律的分析をおろそか

にしていいと言っているのではない。むしろ，経済的事実は法律的な実体

に関わっていると考えられるので，取引の法律的実体に注目すべきことを

示唆している，と理解すべきであろう。その点では，法律的な側面には一

切関わりなく「最も大きい商業上の効果」に注目して，会計事象の実質を

考えようとするＦＲＳは,IASよりも一歩先を行くものであるかもしれな
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い1）。

　いずれにしても, 本稿の第１節に触れたような，かつてのわれわれの見

通しは，やや正鵠を射ていないことを認めざるを得ない。「実質優先」と

は,まさに形容詞抜きで「形式に対する実質の優先」(preeminence de la sub-

stance sur la forme)と表現すべきであろう２）。もしそれが認められれば，

フランスもまた，伝統的な会計観に抵触することなく「実質優先主義」を

取り入れた制度化を図れることは，上の分析からも明らかであろう。

　確かに，伝統的な文化を無視して新たな理念を導入することには，大い

なる抵抗を伴うか，時には不可能である。だからと言って，制度の国際的

な統一化ないしは調和化を，そのことのゆえにあっさりと断念してしまう

ことはどうか。会計の国際的な調和化か今や歴史的必然である以上，むし

ろその前提にたって理論の整備を図るべきではなかろうか。そして，伝統

的な自らの会計観を生かしつつ新たに導入した理念に沿った制度化を図る

ことが，必ずしも不可能ではないということを，実質ディフィザンスとリ

ースに関する上の二つの考察は，暗示しているように思う。そして，それ

こそが，国際的な調和化への唯一の可能な道なのではなかろうか。その場

合には，結果としての制度面の対応が同じものであるならば，その理論的

な根拠付けに対しては，それぞれの国の立場を認め合うことがぜひとも必

要である。

　一例を挙げて説明してみれば，日本とフランスは，同じく低価基準を採

用しているが，その意味合いは異なっている。フランスの場合，低価評価

は，貸借対照表における財産の状態を表示するために採用されている３）。

それに対して，もしも財産評価のための低価法の採用ということであるな

らば，それは期間損益計算の見地から合理性をもたないといって否定する

ことができないのではないか，ということである。もしもわれわれが，期

間損益計算の見地から発生主義に立って喪失原価を把握していると優位性

を主張しても，それは意味を持たない。なぜなら，それならば低価主義の
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任意採用は理屈に合わないわけであって，なぜフランスのように常に低価

評価をしないのかという反論が，浴びせられよう。この場合には，その根

拠はともかくとして，低価法の採用という点で，まがりなりにも制度的統

一は図られているわけであって，そのことを多とすべきではないか。ただ

し，その場合に，もしも強制適用の線で統一が図られるということになれ

ば，もちろん日本が発生主義にたって，論理一貫させなければならない。

　低価主義とか，先の実質ディフィザンス取引のオフ・バランス化，ある

いはリース取引のオン・バランス化といった限られた範囲の事柄について

は，上のような結論が一応は妥当するように思う。しかしながら，この結

論の最大の弱点は，国際的に考えられる会計制度自体の，首尾一貫性とい

うことがどうなるか，ということである。果たして，理論的な整合性をも

って，国際的な統一会計制度というものが考えられるのかどうか。確かに

そのような問題は残るけれども，会計の国際的な調和化を図る際の各国の

対応については，少なくともその理論的裏付けについて，各国の独自性を

大いに尊重すべきであるし，また，そういう形で，大抵の理念は制度的に

生かせるのではないか。さらにはそのための努力を，われわれは惜しむべ

きではないように思う。
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